
　育児・介護休業法で定める短時間

勤務制度（以下「時短勤務」）は、原則

として所定労働時間を1日6時間に短

縮する制度です。なお、1日5時間や7

時間など、6時間以外の選択肢を用意

することも可能ですが、6時間を選択

できるようにする必要があります。

　なお、始業・終業時刻まで従業員が

自由に選択できるようにする必要はあ

りませんので、「午前9時から午後4時

まで（うち休憩1時間）」と時間帯を指

定してもかまいませんが、始業時刻を

午前8時30分、午前9時、午前9時30

分など選択できるようにしている会社

もあります。

【子が3歳になるまで（義務）】
　原則として、該当の従業員からの申

出があれば、時短勤務を認めなければ

なりません。ただし、日雇従業員や入社

1年未満の従業員等からの申出は、労

使協定により拒むことができます。

【子が3歳から小学校就学前まで（選
択）】
　2025年10月施行の改正育児・介

護休業法により、育児と仕事を両立す

るための「柔軟な働き方を実現するた
めの措置」（図表1）の5つの中から2
つ以上を選択することが義務付けら

れました。これにより、短時間勤務制

度を選択した会社では、該当従業員

から申出があれば、子が小学校に入

学するまで時短勤務ができるよう、就

業環境を整備することが必要です。

 

　育児・介護休業法により、小学校就

学前までの子を養育する従業員※から

請求があった場合には、所定労働時

間を超えて労働させることはできない

とされています。したがって、育児短時

間勤務の適用を受けている従業員か

ら所定時間外労働免除の請求があっ

た場合には、原則として残業をさせる

ことはできません。

　つまり、図表2上段のとおり、「育児

短時間勤務制度」により短縮された

所定労働時間である6時間以後の残

業を命じることはできません。所定時

間外労働免除の申出がない場合には

残業をしてもらうことも可能です。

　ただ、時短勤務を申し出たことの意

味合いを考えれば、残業を命じること

は好ましくありません。また、短時間勤

務では明らかに終わらない量の業務

を与えることは、黙示の残業指示とも

解されますので、適切な業務量となる

よう調整することがポイントです。

　日給月給制では、1カ月の所定労働

時間をすべて勤務したときに賃金が

全額支払われま

す。時短勤務で

は、ノーワーク・

ノーペイの原則に

より、不就労時間

に相当する賃金

は減額することが

できますが、フル

タイム8時間を2

時間短縮して6時

間とする事例につ

いて考えてみます。

①『基本給』を25％減額し、諸手当は

全額支給する

②『基本給および固定残業手当』を

25％減額し、家族・住宅手当は全額

支給する

③『基本給および諸手当』すべてを

25％減額する

　このように、どの部分を減額対象と

するかは会社によって異なりますので、

減額する賃金の範囲を決定のうえ就

業規則等に定めておくことが必要で

す。また、トラブルにならないよう該当

従業員に対し、どの程度の減額になる

か説明しておくとよいでしょう。

　労働基準法により、原則として1日8

時間・1週40時間を超えて労働した場

合には、割増賃金の支払いが必要で

す。したがって、その日の所定労働時間

（6時間）を超えて8時間労働した場合

は、割増賃金の支払いは不要です。

　たとえば、時短勤務により1日6時間

に対して月給を定めている従業員が、

ある日に10時間労働したとします。こ

の日の賃金は、月給で6時間分がカ

バーされるので、8時間までの2時間

分の法定内残業代（100％）と8時間

を超えた2時間分の法定外残業代

（125％）の支払いが必要です。

　固定残業代は、ある程度の時間外

労働を見込んで、一定時間に相当す

る残業代を毎月同額支給する手当と

いえます。よって、時間外労働が想定

されない場合には、固定残業代を支

給しないことが考えられますが、不支

給とした場合は、減額が大きいことか

ら他手当同様、短縮した時間に応じて

減額することがあります。

　時短勤務時に固定残業代が減額、

あるいは支払われないケースでは、ト

ラブル防止のために注意が必要です。

時短勤務中の固定残業代の取り扱い

について就業規則等で明示するほ

か、本人に説明のうえ同意を取ってお

くべきでしょう。

　2歳未満の子を養育している従業

員が時短勤務をして、時短勤務前より

も賃金が少なくなる場合の収入の補

填として、2025年4月より「育児時短

就業給付金」制度（対象は雇用保険

の被保険者）が始まりました。給付額

は育児時短勤務中に支払われた賃金

額のおおむね10％です。
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　育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育し、育児休業をしていない従
業員から申出があった場合、原則として１日の所定労働時間を6時間とする時
短勤務を認めなければなりません。子が3歳から小学校就学前までの間は、法
律で定める5つの選択肢・制度から、会社が短時間勤務制度を選択したとき
は、時短勤務を認める必要があります。

　現在2歳の子の子育てをしながら時短勤務をしている従業員から、3歳以降も
時短勤務を継続できるのか、という質問がありました。引き続き時短勤務を認めな
ければならないのでしょうか？

育児短時間勤務制度
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図表１

0歳
（子の年齢）

1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 小学校入学

①  始業時刻等の変更
②  テレワーク等（10日以上/月）
③  保育施設等の設置・運営
④  養育両立支援休暇の付与（10日以上/年）
⑤  短時間勤務制度（1日6時間を含む）

会社が「柔軟な働き方を実現するための措置」である
以下①～⑤の中から2つ以上を選択。該当従業員は希
望により1つを利用できる。

短時間勤務制度
（義務・1日6時間を含む）
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時短勤務中の残業

時短勤務中の賃金

残業代の計算

固定残業代の減額

育児時短就業給付金

※本年4月より、所定時間外労働免除の対象が、3歳未
満から小学校就学前までに拡大されました。

社会保険労務士法人
大野事務所

（特定社会保険労務士）
木村 彩

前職ではアウトソーシング会社に所属し、工場や店
舗に直接出向いて労務管理の効率化を検討してい
た。その際、労働法や社会保険制度への理解の必要
性を感じ、大野事務所に入所。時代にあった『働きや
すい職場づくり』を目指して考える毎日である。
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図表２

【時短勤務・所定外免除両制度適用】
9時

所定労働時間6時間（休憩時間1時間） 所定外残業時間

12時 13時 16時
所定労働時間 所定労働時間 残業免除

育児短時間勤務制度 所定時間外労働免除制度

【時短勤務制度のみ適用】
9時

所定労働時間6時間（休憩時間1時間） 所定外残業時間

12時 13時 16時
所定労働時間 所定労働時間 残業可

育児短時間勤務制度
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